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研究成果の概要（和文）：バルト諸国の事例から歴史と社会の関係における次のことが確認され

た。現代社会においては多様な「記憶の装置」の存在により、対立する複数の歴史的記憶とい

うよりは、むしろ流動的で重なりとずれのある歴史的記憶が形成されている。そうした状況に

おいては、「公定」国史が社会的記憶と完全に一致することはない。また、この社会的記憶の共

有と非共有の間の境界線も必ずしも不動ではない。

研究成果の概要（英文）：Through the study on the circulating processes of the historical
knowledge in the Baltic states, especially in the post-socialistic era, I would argue that in
the contemporary society, the various “memory devices” make historical memory fluid
rather than conflicting. In this sense the so-called official national history does not
coinside with the social memories. Besides the border between those who share the social
memory and those do not is changeable.
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１．研究開始当初の背景
冷戦終焉後、とりわけ現代史をめぐる歴史

的知の再編が行われる中、さらに、2004 年
の EU の第一次東方拡大後、ヨーロッパを舞
台とした「記憶の政治」が顕在化した。

本研究課題が対象とするバルト三国では、
1991 年のソ連からの独立回復後の国民国家
形成がある特定の歴史認識を基盤として行
われてきた。それは、端的には、1940 年の
ソ連による併合に続く 50 年間の占領時代と
いう認識である。この認識は、1940 年の出

来事をバルト三国の自発的なソ連加盟と見
なすロシアの歴史認識とは真っ向から衝突
するものである。その政治的帰結であるロシ
ア語系住民問題は、バルト三国とロシアの間
の緊張関係の原因となっており、独立回復か
ら 20 年以上を経た現在でも解決したとは言
い難い。実際、2007 年 4 月に、エストニア
の首都タリンにおいて、第二次世界大戦の戦
争記念碑移設をめぐり、市民と警察の衝突が
あった。

そうした中、本研究は、独立宣言およびソ
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ヴィエト・ロシアとの講和条約から 90 年を
経て記念の年が相次いで訪れる 2008 年から
2010 年に合わせ、歴史的知の構築過程を、
多様な記憶の装置から考察するものである。

２．研究の目的
本研究は、とくにエストニアとラトヴィア

を対象に、記憶の装置（歴史教育、歴史小説、
映画、政治家の言説など）に与える歴史研究
の影響を、ライフ・ストーリー文書、新聞・
雑誌、歴史研究等の分析を通じて実証的に析
出し、それを通じて現代社会の歴史的知の構
築過程の解明に寄与することを目的とする。

エストニアとラトヴィアを取り上げる理
由は次の理由による。すなわち、この両国は
独立の喪失、民族の喪失、祖国の喪失という
幾多の喪失を経験し、トラウマを抱えている
からである。そうした中で、体制転換のたび
に歴史の大きな書き換えがあり、さらに、歴
史認識をめぐって民族的多数派と同少数派
の間に亀裂と軋轢が生じているのである。

ポスト社会主義諸国では、歴史叙述の多元
化・複数化が進みつつも歴史的知の構築過程
の解明に対する関心は研究者の間にとどま
って一般には共有されておらず、まさにその
ために構築性が曖昧なままに放置された歴
史的知が、政治的領域のみならず、記憶の消
費産業化の中で利用されている状況に注目
する必要があるのである。

３．研究の方法
本研究を通じて解明されるべき検討課題

として、次の５つを設定した。
・回想録、歴史小説、映画の語りの細部をそ
ぎ落とすことで表れる歴史的語りの共通性
と政治・社会的な画期ごとに見られるその変
容。
・記憶を素材とした人類学、社会学、歴史学
における国内外の研究動向とその社会的影
響。
・政治的に利用される歴史と政治的文脈の関
係性。
・独立回復後の歴史の見直しと歴史の「ヨー
ロッパ化」の中での歴史教科書の記述の変容。
・国内多数派集団と少数派集団の間に走る歴
史認識の亀裂。

上記の検討課題を解明するにあたり、具体
的には以下の研究を行った。
・エストニアの国立文献博物館および教育史
アルヒーフにおけるライフ・ストーリー文書
の調査ならびに刊行されたライフ・ストーリ
ー集の収集と分析。
・エストニアおよびラトヴィアの両国におい
てソ連時代に発行された教育関連雑誌の調
査。
・ペレストロイカ期における情報をめぐる言

語間のずれの分析（ロシア語とエストニア語
の新聞の比較から）。
・90 周年を迎えるタルト条約に関する表象デ
ータの収集（主として記念刊行物）と整理。
・ラトヴィアにおいて毎年 3 月に行われる退
役軍人パレードをめぐる報道ならびに研究
動向の調査。
・歴史認識関連の研究書の収集と分析。
・関連研究者との意見交換。
・歴史を題材とする小説・映像の収集と分析。

４．研究成果
本研究を通じて明らかになったことの概

要は次の通り。
(1)エストニアでもラトヴィアでも膨大なラ
イフ・ストーリー文書が収集されている。そ
の中心となっているのは、エストニアでは国
立文献博物館であり、ラトヴィアでは、ラト
ヴィア大学ならびにダウガウピルス大学で
ある。

ライフ・ストーリー文書への着目は、ポス
ト社会主義諸国に限ったものではなく、1980
年代以降の記憶をめぐる研究への関心の高
まりは、ヨーロッパの東西を問わずに見られ
たが、その意味するところは異なる。すなわ
ち、いわゆる西ヨーロッパにおいては、ライ
フ・ストーリーは、歴史の細部に分け入り、
それを豊かにするのみならず、多数派の歴史
的語りに対する少数派の側からの対抗的な
語りとしての意味を持つものであった。これ
に対し、ポスト社会主義諸国においては、ラ
イフ・ストーリー文書は、社会主義期に公に
語り得なかった「真」の歴史であると見なさ
れているのである。ライフ・ストーリー文書
こそが「われわれの歴史」であるという認識
が、ライフ・ストーリー文書に対する高い関
心の根底にはある。
しかしながら、ここで、逆説的ではあるが、

ソ連時代の「間違った」歴史叙述とわれわれ
の「正しい」歴史叙述という二項対立的な図
式が、まさにこのライフ・ストーリー文書の
利用によって覆されていることに注視する
必要がある。すなわち、独立回復後に書かれ
た「公」の歴史もまた、「私」の歴史とは異
なるものであったのである。

文化的トラウマという視点からエストニ
ア社会を理解しようとするアイリ・アーレラ
イド＝タルトが、リ・ベンニッヒ・ビョルク
マンとともに編んだ Baltic Biographies at
Historical Crossroad (Routledge, 2012)に
所収されたバイバ・ベラの Everyday life,
power, and agency in turbulent Latvia: the
story of Otto Irbe は、独ソ両方の占領を経
験し、さらに、ソ連時代を経て、ラトヴィア
の独立回復を迎えたイルベの長い人生遍歴
を綴ったものである。イルベは、ソ連占領下
では民兵となって同胞であるラトヴィア人



の強制移送を実施する側にあり、ドイツ占領
下ではナチス武装親衛隊に属していた。第二
次世界大戦が終わると、森に隠れてゲリラ活
動を行っていたが、そうした活動が徐々に難
しくなる中、暮らしの為に犯罪に手を染める
ようになり、結局、ソ連当局に捕まって、投
獄される。イルベにとって最も重要なことは
生き抜くことであり、しばしば歴史の語りに
現れる「より小さい悪」を選択したわけでは
なかった。ラトヴィア人という民族にとって
ドイツとソ連のどちらがより悪なのか、とい
うことはイルベには問題ではない。あくまで
も個人の問題であったのである。

イルベのような究極の状態ではなくとも、
人びとは常に個人としての選択を行ってき
た。そのことは、独立回復後のロシア語系住
民についての分析でも必要な視点である。主
要な発表論文のうち②は、エストニアにおい
て、民族問題が武力紛争化しなかった理由に
ついて考察したものであるが、そこでは、従
来の研究では指摘されることの少なかった
個人の選択の重要性を指摘している（ただし、
研究方法としてライフ・ストーリーを使用し
たわけではない）。
（２）本研究の独自性は、ライフ・ストーリ
ー文書と歴史研究をともに個人的語りとし
て併用している点にある。

ソヴィエト史学における歴史叙述も、ドイ
ツ人による叙述も、さらにエストニア人亡命
史学も、その立場性と拘束性を逃れられるも
のではないことは言うまでもないが、まさに、
その立場性および拘束性という偏りを逆手
にとって、歴史研究を語りとして利用するこ
とができる。

従来、ソヴィエト史学におけるエストニア
史叙述はそのイデオロギーへの従属が強調
されてきた。そうした従属性は否定しえない
ものの、かといって、ソ連時代の歴史叙述が
無変化であったわけではない。政治的・社会
的文脈に加え、歴史家個人の立場も、歴史叙
述の変遷に影響を及ぼしていることが見て
とれるのである。

本研究では、エストニア社会でとりわけ重
視される 1940 年のソ連による併合に焦点を
合わせ、文脈の異なる 3つの歴史叙述を比較
することにより、上述の手法の有効性を検討
した（論文⑤）。
（３）資料の収集と整理については、とりわ
け、これまでエストニア史学でほとんど利用
されてこなかったソ連時代の教師（特に歴史）
のライフ・ストーリー文書に着目した。

教師によるライフ・ストーリー執筆は、ソ
連時代（1960 年代）と、独立回復後の 2 回、
キャンペーンとして実施され、それが、教育
史アルヒーフに保管されている。ソ連時代に
集められたものも、独立回復後のものも、ラ
イフ・ストーリーの中で語られているのは、

体制転換を経験した教師たちが教育現場で
直面した問題である。むろん、ライフ・スト
ーリーのみで歴史の再構築ができるわけで
はないことは、この場合でも同じである。そ
こで、ソ連時代に刊行された教育関連雑誌の
整理を行ったが、ポスト・スターリン期に関
する研究蓄積が多くはない状況では、さらな
る背景研究が必要であり、それは今後の課題
である。
（４）独立回復後のエストニアならびにラト
ヴィアでは、特定の歴史認識（ソ連による併
合とそれに続く占領時代）に基づく制度構築
が行われてきた。そうした特定の歴史認識は、
ロシアのそれとは真っ向から衝突するもの
であり、まさに記憶の衝突の顕著な事例とし
てこの間、歴史学に限らず、政治学、国際関
係論、社会学等の領域における研究で扱われ
てきた。

本研究では、歴史認識と安全保障観、また
歴史認識と社会正義観の関係に関する研究
を行った（それぞれ論文③と論文①）。いう
までもなく、安全保障観も社会正義観も、歴
史認識のみによって支えられているわけで
はない。エストニアおよびラトヴィアにおい
ては、歴史認識の持つ意味が大きいことは疑
いないものの、それ故に、現状における安全
保障環境の改善が至上目的とされ、ときに歴
史認識の修正を迫るような政治的な選択が
行われることもある。他方、論文①で指摘し
たように、いわゆる新自由主義的なエストニ
アの社会経済政策は、それを支持する側もそ
れを批判する側も、ともに「えストニア民族」
の保護・発展を重視しているが、これもまた
エストニア人の歴史認識に裏打ちされたも
のである。すなわち、少子高齢化が進み、国
外への人の移住が止まらない現状では、方法
は異なるといは言え、目的は共有されている
のである。

ラトヴィアでも同様に民族減少が懸念さ
れており、本研究期間中に、二重国籍容認に
関する議論が行われた。ラトヴィア民族の保
護・発展という問題意識は継続しているもの
の、状況の変化の中で、これまでとは逆の方
向の（開放的民族形成とも言うべき）議論が
出てきたことは興味深い。ここから言えるの
は、同じ歴史認識を有していても、異なる政
策につながる可能性があるということであ
り、それは、特定の歴史認識からは特定の制
度しか作られない、あるいは、歴史認識が異
なるから現実世界で衝突があるという単純
化された理解を改める必要があることを示
している（歴史認識が同じでもとりうる政策
をめぐって対立が生じ得るとも言える）。
（５）歴史認識の表象のひとつとして、ラト
ヴィアのナチス武装親衛隊退役軍人による 3
月 16 日の記念行事がある。この行事をめぐ
っては、対ソ抵抗というラトヴィアの文脈へ



の理解はあるものの、それでもナチスを称揚
するものとしてヨーロッパでは否定的な反
応を呼ぶものであり、ラトヴィア政府は、「公
定」国史の解釈に合うものであるにもかかわ
らず、距離をとっている。

本研究の関心から興味深いのは、「反ソ」
という記念行事のかつての立場は希薄にな
り、「反ソ」「反ナチス」を同列にならべ、「人
道に対する犯罪」として、その両方に抗議す
る立場を鮮明にするようになってきている
ことである。プラカードに書かれたスローガ
ンは、ラトヴィア語、ロシア語に加え、英語
のものも散見され、この記念行事が誰のため
に行われているのか、というその文脈に変化
が生じていることがわかるが、それは、対象
が多層化しているという意味においてであ
る。ラトヴィア人に対して表象される意味と、
社会の外に向かって訴えるべき意味の間に
ずれが生じている。
（６）文脈の変化という観点からは、2008 年
秋に起きた世界的経済危機の影響は大きく、
かつ継続的であり、ソヴィエト・ロシアとの
講和条約から 90 周年を迎えた 2010 年も（エ
ストニアのタルト条約ならびにラトヴィア
のリーガ条約）、人びとの関心は歴史的記憶
より、現実の経済状況にあった。そのことは、
エストニアの独立記念日（2 月 24 日）に行わ
れる式典での、大統領をはじめとする要人の
発言から明らかであった。このことは、社会
的記憶と現実社会との連関を改めて示すも
のとして指摘しておくべきだろう。
他方、政治家の言説をみれば、独立回復か

ら 21 年目を迎えた 2012 年には、「両大戦間
期の最初の独立時代を越えた（このときは 20
年間という理解）」という趣旨の発言がしば
しば見られたが、このことは、最初の独立を
独立宣言が発出された 1918 年ではなく、ソ
ヴィエト・ロシアとの講和条約が締結された
1920 年を起点としていることを表している。
（７）社会的記憶の形成に言語が重要な意味
を持つことは改めて指摘するまでもない。多
数派と少数派の間に生じる認識のギャップ
を分析する上で、言語の違いが生み出す認識
の違いに着目する必要があるのである。

学会発表①は、この言語に基づく認識ギャ
ップについて実証的に研究した成果の一部
である。そこでは、1980 年代末のエストニア
を対象に、エストニア語紙およびロシア語紙
のうち主要なものをとりあげ、とりわけ、モ
ロトフ・リッベントロップ条約（独ソ不可侵
条約）をめぐる評価の変化に新聞によって時
差が見られたことを明らかにした。ただし、
そこで重要なのは、エストニア語紙でも、共
産党機関紙ではなく、地方紙の方に評価の変
化が先に現れていたことである。この地方紙
（タルト発行の「エタシ」紙）の発行部数は、
ペレストロイカ期に急増しており、地方紙で

ありながら、全国紙に並ぶ発行部数を誇るよ
うになったことは、この新聞の影響力の増大
を示している。ここで推測できることは、使
用言語の違いにより、現状認識にギャップが
あった可能性である。むろん、人びとの情報
源は新聞だけではない。雑誌の方が、さらに
早くから、政府に批判的な記事を掲載してい
た。またラジオも重要な役割を果たしていた
ことはつとに指摘されている。より包括的な
分析により、この言語ギャップと認識ギャッ
プの連関を検証する必要がある。

本研究では、記憶と歴史という問題領域が
持つ可能性の広さを指摘することができた
一方、全体像を示そうとするあまりに、研究
が全体としてまとまりと深みのないものに
なってしまったことをは否めない。本研究で
明らかになったことを土台として、今後は、
歴史研究と社会的記憶の関係（その距離と循
環的関係）をいっそう明らかにすることを目
的として、ソ連時代の歴史研究の本格的分析
と、ライフ・ストーリー文書の考察を行う予
定である。
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